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▼はじめに 

このニュースレターは、八戸市連合町内会連絡協議会の取り組みや八戸

市内の連合町内会・町内会・自治会の活動などを紹介し、相互の情報共

有や各町内会等での活動に役立てていただくこと、さらには、市民の皆さまに

もお読みいただき、町内会の活動への関心を高めていただくことを目的に発

行するものです。 

 

内容 

 

1 広報紙のつくり方入門講座開催 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ページ 

 

2 町内会長長年従事者感謝状 

贈呈式開催・・・・・・・・・・2ページ 
 

3 地域の活動紹介 《町畑地区連合 

町内会》 地域ぐるみで延ばす 

健康寿命・・・・・・・・・・・・・3 ページ 

 

4 連絡協議会・八戸市からのおしらせ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ページ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ペー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月７日（土）、八戸グランドホテルを会場に 

『広報紙のつくり方入門講座』を開催しました。講座には町内

会やPTA、各団体の広報担当者など約40人が参加しました。 

講師はWeb ディレクション会社 「ワラビノーツ」 代表  

蕨 加奈子（わらび かなこ）氏が務めました。 

蕨氏はPTA広報委員に携わった経験などから、まず「広報紙

の存在意義を確認することが必要」だと説明しました。 

例えば町内会の場合、広報紙の目的が活動の参加者を増やす

ことであれば、内容は活動をていねいに説明し、参加したくな

る楽しいものにすることなどを解説しました。 

また取材のコツや読みやすい文章の書き方などを伝授し、 

最後に「本当にめざしたいのは広報紙づくりを楽しめること」

とつくる側の気持ちの大切さを伝えました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ページ 

八戸市では、長年にわたり地域の振興と地域住民の福祉の増進に御尽力いただいた町内会長の

方々に対し、敬意と感謝の意を表するため、感謝状の贈呈を行っています。 

令和3年度は、町内会長を5年以上務めた元町内会長25人に感謝状を贈りました。 

10月15日、八戸グランドホテルで行われた贈呈式には16人の御出席をいただき、小林市長が感

謝の言葉を述べ、一人一人に感謝状と記念品を手渡しました。 

 
[感謝状を贈呈した方々は、次のとおり] 

 ・中野宗助 様(上組町) 

・中村甲子男 様(第三二子石) 

・上野義孝 様(東町) 

・長峯弘幸 様(大杉平) 

・根城泰三 様(第三寺分) 

・尾崎一秀 様(山手本町) 

・水溜広 様(類家五丁目) 

・佐藤靖彦 様(桔梗野8区) 

※(カッコ内)は町内会・自治会名 

・立花正志 様(江陽町) 

・上村光雄 様(笹ノ沢) 

・見付正美 様(積善町) 

・秋山正雄 様(中道) 

・白井三男 様(豊崎地区連合) 

・古戸良一 様(是川地区振興会) 

・中村修 様(桝形) 

・成田博義 様(泉清水) 

・細越健一 様(東白山台) 

・音喜多市助 様(市川上) 

・横地稔 様(常海町) 

・中山時枝 様(上徒士町) 

・石橋元生 様(観音下第二) 

・坂本敏男 様(北斗町) 

・山口信義 様(旭ヶ丘町内連合) 

・木村鉄男 様(根岸地区連合) 

・秋元守 様(岩渕) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町畑地区の健康づくりは、「予防・栄養事業」、「運動・親睦事

業」、「啓発・広報事業」という 3 つの方向から取り組んでいき

ました。 

子ども、親子向けの健康料理教室や、世代や性別を問わず参

加できるウォーキング、健康カルタづくりなど、皆が気軽に参

加でき、健康づくりが新たな交流の機会になるような内容にし

ました。 

1 つの町内イベントを全体で！病院も巻き込み人気教室に!! 

健康づくりでみんなが「家族」明るく元気な町畑のために 

『地域の底力』実践 

プロジェクト取組紹介 

⋆町畑地区連合町内会⋆ 

 

医療機関との連携で健康寿命を延ばしたい  

これまで「地域の底力」実践

プロジェクトに取組んだ地域

を紹介していきます。 

3 ページ 

３つの方向からのアプローチ 

全国的に高齢化が進む中、町畑地域にも高齢化の波は押し寄

せてきています。 

町畑地域では、今まで健康寿命を延ばす組織的な取組はなか

ったため、地域住民が皆で楽しみながら、健康づくりに取り組

む方法はないのだろうかと考えたのが、プロジェクトに取り組

んだきっかけです。 

平成 27～28 年度実施 

 

予防・栄養事業では、大人向けのものと親子で参加してもら

う健康料理教室を開催しました。 

もともと、桜ヶ丘四丁目町内会で大人向けの料理教室を開催

していました。これを地域全体に拡大するような形で保健推進

員の方々を中心に企画しなおし、親子で参加してもらう新しい

教室も開催しました。 

また、今回のプロジェクトを実施するにあたり、地元の病院

にも相談してみたところ、美保野病院から保健師を派遣しても

らうなど全面的な協力を得られることになり、健康教室を無料

で開催することができました。 

健康相談や転倒予防体操ができる健康教室には、当初想定し

ていた定員 20～30 名をはるかに超える 60 名もの参加者があ

り、大盛況となりました。それからは毎年、年間開催日程を組

んでいただくなど、医療機関との連携も深まってきています。 

 

 

 

 

 

◆種差海岸ウォーキング◆ 

今後も各事業を継続していきたいと考えていま

す。今回のプロジェクトを通して健康づくりに取り

組んだことがきっかけで、地元の医療機関とのつな

がりも出来ました。そういったご縁を大事にしなが

ら、いろいろな形で医療機関と連携して、現在の取

り組みを発展させていきたいです。 

◆健康カルタ◆ 

◆夏休み親子健康料理教室◆ 

◆住民向け健康料理教室◆ 

◆町畑地区ラジオ体操◆ 

子どもから大人まで一緒に! 

読み札の文句は子どもたちが 
「健康」をテーマに考えました。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ページ 

 

編集発行：八戸市連合町内会連絡協議会（事務局：八戸市総合政策部市民連携推進課） 

電話番号：0178-43-9182 FAX 番号：0178-47-1485 

電子メール：renkei@city.hachinohe.aomori.jp 八戸市 市連合 

(そもそも・・・)認可地縁団体ってなに？ 

自治会、町内会のように一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

が、法人格を得たものを「認可地縁団体」といいます。 

地方自治法の改正により、認可地縁団体について以下の事項が変更となります。 

お問い合わせは、 

市民連携推進課まで 

現在、各町内会・自治会では、町内会への関心の薄さや

高齢化等により、会員数の減少や、役員のなり手不足、活

動参加者の固定化といった問題に直面しています。 

当連絡協議会では、各町内会で実際に取り組まれている

未加入者への働きかけや町内会活動に関わるきっかけづ

くりなどの具体的な取組をアンケートにより収集し、その

結果を報告書として皆様に還元することで、今後の活動の

参考にしていただきたいと考えております。 

令和３年３月に各町内会にアンケートを実施、６月に報

告書を作成し、各町内会に配布しました。アンケートは平

成 26 年度に一度実施しており、今回で 2 回目の実施にな

ります。 

報告書は八戸市ホームページ

（市連合ページ）からもご覧に

なることができます。 

(変更点①表決の方法) 

これまで、総会に出席しない構成員は、「書面で、又は代理人によって表決をすること 

ができる」とされていましたが、書面による表決に代えて「電子的方法（電子メール、 

ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決など）により表決することができる。」 

ことになりました。（令和３年９月１日施行） 

(変更点②保有資産の有無) 

これまで、認可を受ける際には、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、

保有する予定があることが前提でしたが、認可の目的を見直し、不動産の保有に関わらず、

認可を受けることができることになりました。（令和３年 11 月 26 日施行） 


